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申
告
・
納
税
は
お
早
め
に

平
成
30
年
分
町
県
民
税
・
所
得
税
申
告

各
種
申
告
が
必
要
な
人

■
確
定
申
告
が
必
要
な
人

◦
給
与
所
得
者
で
２
カ
所
以
上
の
事
業
所

か
ら
給
与
が
あ
る
人

◦
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る

人
な
ど

■
町
県
民
税（
住
民
税
）申
告
が
必
要
な
人

◦
所
得
税
は
課
税
さ
れ
な
い
が
営
業
、
農

業
、
不
動
産
な
ど
の
収
入
が
あ
る
人

◦
平
成
30
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
人

◦
町
外
に
居
住
す
る
人
の
扶
養
と
な
っ
て

い
る
人

■
年
金
所
得
が
あ
る
人

　
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の
合
計
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金

な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、
確
定
申
告
は

不
要
で
す
。
た
だ
し
、
医
療
費
や
生
命
保

険
料
の
控
除
を
受
け
る
場
合
は
確
定
申
告

や
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。

申
告
を
し
な
い
ま
ま
で
い
る
と

　
所
得
証
明
や
課
税
証
明
が
発
行
で
き
な

か
っ
た
り
、
国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保

険
料
の
正
し
い
計
算
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

申
告
が
必
要
な
人
は
必
ず
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

申
告
会
場
は
２
カ
所

　
昨
年
ま
で
受
付
会
場
と
し
て
い
た
東
部

町
民
セ
ン
タ
ー
と
三
里
木
町
民
セ
ン
タ
ー

で
は
受
付
を
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　
各
会
場
と
も
、
駐
車
可
能
台
数
に
限
り

が
あ
り
ま
す
。
乗
り
合
わ
せ
や
公
共
交
通

機
関
で
の
来
場
を
お
願
い
し
ま
す
。

混
雑
緩
和
に
ご
協
力
を

　
申
告
期
間
は
午
前
、
午
後
と
も
受
付
開

始
直
後
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
混
雑

緩
和
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
で
き
る
だ
け
地
区
指
定
日
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
混
雑
具
合
に
よ
っ
て
は

長
時
間
お
待
た
せ
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
申
告
会
場
は
午
前
８
時
30
分
に
開
場
し
、

番
号
札
を
配
布
し
ま
す
。

菊
池
税
務
署
で
の
申
告
受
付

　
菊
池
税
務
署
は
改
修
工
事
に
伴
い
「
仮

庁
舎
」
へ
移
転
し
、
移
転
前
の
庁
舎
は
閉

鎖
し
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
会
場

　
菊
池
市
役
所
七
城
支
所　
２
階
会
議
室

　
（
菊
池
市
七
城
町
甲
佐
町
74
の
１
）

■
申
告
期
間

　
２
月
18
日
㈪
～
３
月
15
日
㈮

※
土
・
日
を
除
く

■
申
告
受
付
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時　

確
定
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
必
要
で
す

　
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の
導
入
に
伴

い
、
平
成
28
年
分
の
申
告
書
か
ら
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
の

で
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除

の
適
用
要
件
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　
配
偶
者
控
除
の
額
が
改
正
さ
れ
る
と
と

も
に
、
合
計
所
得
金
額
が
１
千
万
円
を
超

え
る
人
は
、
配
偶
者
控
除
の
適
用
は
で
き

な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
配
偶

者
特
別
控
除
の
対
象
と
な
る
配
偶
者
の
合

計
所
得
の
上
限
額
が
76
万
円
未
満
か
ら
１

２
３
万
円
以
下
に
変
更
と
な
り
、
控
除
額

も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

申
告
に
必
要
な
も
の

■
収
入
、
経
費
関
係

◦
給
与
や
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票
、
支

払
調
書（
原
本
）

◦
農
業
、
営
業
、
不
動
産
な
ど
の
収
入
が

あ
る
人
は
収
支
内
訳
書

■
控
除
関
係

◦
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
・
生
命
保
険

な
ど
の
控
除
証
明
書（
介
護
保
険
、
地

震
保
険
、
個
人
年
金
な
ど
）

◦
医
療
費
控
除
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
関
係
の
書
類　
　

◦
平
成
28
年
ま
た
は
平
成
29
年
に
雑
損
控

除
を
適
用
し
、
平
成
30
年
中
に
工
事
な

ど
で
追
加
の
費
用
が
あ
る
場
合
は
、
前

年
度
の
雑
損
控
除
計
算
書
の
控
え
と
工

事
内
容
が
分
か
る
領
収
書
な
ど

■
そ
の
他

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
持
っ
て
い
な

い
場
合
は
「
通
知
カ
ー
ド
」
と
「
身
元

確
認
書
類
」）

◦
印
鑑（
認
め
印
可
）

◦
本
人
の
口
座
が
分
か
る
通
帳
な
ど

◦
利
用
者
識
別
番
号
な
ど
が
記
載
さ
れ
た

税
務
署
の
お
知
ら
せ
は
が
き

光
の
森
町
民
セ
ン
タ
ー
臨
時
駐
車
場

　
光
の
森
町
民
セ
ン
タ
ー
で
の
申
告
期
間

【
２
月
18
日
～
３
月
１
日（
土
・
日
除
く
）】

の
み
、
多
目
的
広
場
南
側
を
臨
時
駐
車
場

と
し
ま
す
。
申
告
に
お
越
し
の
際
は
可
能

な
限
り
こ
ち
ら
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
臨
時
駐
車
場
の
使
用
時
間
は
、
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
で
す
。

※
安
全
の
た
め
、
所
定
の
場
所
以
外
に
は

駐
車
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※
臨
時
駐
車
場
に
出
入
り
の
際
は
、
交
通

事
故
に
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
ス
マ
ホ
で
申
告

　
平
成
31
年
１
月
か
ら
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
作
成
し
、

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
給
与
所
得
者（
年
末
調
整
済
）

で
、
医
療
費
控
除
ま
た
は
ふ
る
さ
と
納
税

な
ど
の
寄
附
金
控
除
を
適
用
し
て
申
告
す

る
場
合
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
専
用
画
面

を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
申
告
を
す
る
に

は
、
事
前
に
税
務
署
で
職
員
と
対
面
に
よ

る
本
人
確
認
を
行
っ
た
後
に
発
行
さ
れ
る

Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

平
成
30
年
分
の
町
で
の
申
告
受
付
は
、
２
月
18
日
㈪
～
３
月
14
日
㈭
で
す
。
例
年
申
告

窓
口
は
混
雑
し
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

期日
受付地区

場所午前 午後
午前 9 時～11時 午後 1 時～ 4 時

２月18日㈪ 花立・南花立・向陽台

光の森町民センター
会議室

２月19日㈫ 八久保・南八久保・にじの森
２月20日㈬ 武蔵ヶ丘１町内～４町内
２月21日㈭ 武蔵ヶ丘５町内～８町内
２月22日㈮ 光の森１町内～４町内
２月25日㈪ 光の森５町内～７町内
２月26日㈫ 三里木・三里木北
２月27日㈬ 新山・北新山
２月28日㈭ 沖野・新成・杉並台
３月 1日㈮ 青葉台・東ヶ丘・境の松
３月 4日㈪ 戸次・馬場楠・上中代・出分・中代

役場２階大会議室

３月 5日㈫ 川久保・津留・大堀木・下原
３月 6日㈬ 曲手・辛川・井口・道明
３月 7日㈭ 上津久礼・あさひヶ丘・津久礼ヶ丘
３月 8日㈮ 宮ノ上・ひばりヶ丘・下津久礼
３月11日㈪ 緑ヶ丘・緑陽台
３月12日㈫ 馬場・柳水・入道水
３月13日㈬ 南方・新町・新町西・鉄砲小路・長塚
３月14日㈭ 中尾・光団地・駅前・古閑原

問
税
務
課　
住
民
税
係　
☎（
２
３
２
）４
９
１
１

問
菊
池
税
務
署　
☎
０
９
６
８（
２
５
）２
１
２
１

町
会
場
で
の
申
告
日
程

水辺プラザかもと

七城メロン
ドーム

七城郵便局
（工事中）

菊池川

七城小学校

七城
中学校

きくちの
　まんま

菊池市役所

税務署仮庁舎
（菊池市役所七城支所）

税務署
現庁舎
税務署
現庁舎

七城総合支所前バス停七城総合支所前バス停

七城温泉ドーム

325

325

（仮称）光の森多目的広場

臨時駐車場

光の森町民センター

武
蔵
ヶ
丘
中
用
地

　
　
　
（
工
事
中
）

仮設
団地

※東部町民センター、三里木町民センターは今年から申告会場ではありません。

町の会場で受け付けることが
できない申告
　以下については税務署で申告
をお願いします。
◦住宅借入金特別控除（１回目）
の申告
◦土地、建物、株式の譲渡所得
◦先物取引に係る所得
◦上場株式などの配当やＦＸ取
引に係る所得

※詳しくは税務署へお問い合わせ
ください。
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